
臨時休所について臨時休所について

プール利用料金についてプール利用料金について

減免料金について減免料金について

市主催の行事で専用使用しているときは利用できません。市主催の行事で専用使用しているときは利用できません。・・

・・

・・

・・

・・

渇水等、天候の関係で水不足が生じた場合は休所とします。渇水等、天候の関係で水不足が生じた場合は休所とします。

暴風に関する警報が発令された場合は休所とします。暴風に関する警報が発令された場合は休所とします。

午前 7：30 現在で発令または発令中の時は午前の部は休所します。午前 7：30 現在で発令または発令中の時は午前の部は休所します。

正午現在で発令または発令中の時は午後の部は休所します。正午現在で発令または発令中の時は午後の部は休所します。

午後 4：00 現在で発令または発令中の時は夜間の部は休所します。午後 4：00 現在で発令または発令中の時は夜間の部は休所します。

＜屋外プールのみ＞＜屋外プールのみ＞

雷が鳴る、突風が吹く等の時は、入場時間中においても屋内プールへ移動していただきます。雷が鳴る、突風が吹く等の時は、入場時間中においても屋内プールへ移動していただきます。

光化学スモッグ警報が発令された場合はその時点で屋内プールへ移動していただきます。光化学スモッグ警報が発令された場合はその時点で屋内プールへ移動していただきます。

※大人とは、中学生を除く 15 歳以上、小人とは、4歳以上中学生以下（3歳以下は無料）※大人とは、中学生を除く 15 歳以上、小人とは、4歳以上中学生以下（3歳以下は無料）
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区区 分分

温温 水水

夏夏 期期

普普 通通

券券

券券

券券

券券

券券

券券

普普 通通

回回 数数

回回 数数

定定 期期

※月初～月末まで※月初～月末まで
夏期期間は使えません夏期期間は使えません

京田辺市外からの利用者京田辺市外からの利用者

（（ ））1111回分回分

団団体体2200名以上で利用の場合名以上で利用の場合 市内・市外とも市内・市外とも（（ ））

（（ ））1111回分回分

種種 部部

午午

午午

夜夜

前前

後後

間間

（（ ））11 ヶ月分ヶ月分

夜夜 間間

午前午前 午後午後・・

大大 人人 人人小小

通常料金の倍料金通常料金の倍料金

料 金 の ２ 割 引料 金 の ２ 割 引

市市

内内

在在

住住

・身体障害者手帳 1級または 2級、・身体障害者手帳 1級または 2級、療育手帳Ａ、精神障害療育手帳Ａ、精神障害
者保健福祉手帳 1級または 2級者保健福祉手帳 1級または 2級の交付を受けた方の交付を受けた方及びそ及びそ
の介護者の介護者

・身体障害者手帳 3級～ 6級または療育手帳Ｂ、・身体障害者手帳 3級～ 6級または療育手帳Ｂ、精神障害精神障害
者保健福祉手帳 3級者保健福祉手帳 3級の交付を受けた方の交付を受けた方

・65 歳以上の方・65 歳以上の方

通常料金の通常料金の

10 割減10 割減免免

通常料金の通常料金の

５割減５割減免免

※身体障害者手帳 3級～ 6級または療育手帳Ｂ、精神障害者保健福祉手帳 3級の交付を※身体障害者手帳 3級～ 6級または療育手帳Ｂ、精神障害者保健福祉手帳 3級の交付を
　受けた方の介護者についてはお問い合わせください。　受けた方の介護者についてはお問い合わせください。


